
大野市告示第５９号

大野市ふるさと納税返礼品生産力向上支援補助金交付要綱を次のように定める。
　　　　　　　　　令和８年３月２４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大野市長　石山志保
　　　大野市ふるさと納税返礼品生産力向上支援補助金交付要綱
　（趣旨）

第１条　この要綱は、本市におけるふるさと納税を活用した地域資源のＰＲ及び地域振興の推進を図るため、ふるさと納税返礼品の生産力を向上させる事業（以下「補助事業」という。）を行う事業者に対し、大野市ふるさと納税返礼品生産力向上支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関して、大野市補助金等交付規則（昭和５７年規則第３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

　（定義）

第２条　この要綱において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 選定事業者　市長が別に定める提案募集に応募し選定された事業者
(2) 寄附額　クラウドファンディングによる寄附を受けた額の合計額
(3) 目標額　第４条に規定する補助対象経費の合計額（合計額が３００万円を超える場合は３００万円）に１００分の１２５を乗じた額（１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。）

　（補助対象者）
第３条　補助対象者は、補助事業の実施主体である選定事業者で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 提案した補助事業への寄附額が当該年度の１１月３０日までに目標額に達した者
(2) 返礼品提供事業者として返礼品提供の実績があり、当該補助金の交付決定の日から５年以上継続して返礼品を提供する意思を有する者
(3) 市税の滞納のない者

（補助対象経費）
第４条　補助金の対象となる経費は、ふるさと納税返礼品の生産力向上に資する設備等の導入に必要となる次の各号に掲げる経費で、その合計額が４０万円以上のものとする。

　(1) 機械装置等の取得に係る経費

　(2) 備品購入費

　(3) その他市長が必要と認める経費
２　前項の規定にかかわらず、公租公課、消費税及び地方消費税、官公署に支払う手数料、人件費、飲食費、消耗品費、土地の造成費、土地の購入費その他社会通念上不適切と認められる費用は補助対象外とする。
（補助金の額等）
第５条　補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計額（合計額が３００万円を超える場合は３００万円）又は寄附額の１０分の４の額のいずれか小さい方の額を限度とする。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
（補助金の交付申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする選定事業者は、ふるさと納税返礼品生産力向上支援補助金交付申請書（様式第１号）に別表第１に規定する書類を添付し、市長に申請するものとする。
２　前項に規定する事業計画書及び収支予算書は、市長が別に定める提案募集に応募する際に提出した企画提案書及び収支予算書をもってこれに代えるものとする。

３　第１項の申請は、クラウドファンディングにより目標額を達成した月の翌月末までに行うものとする。
（事前着手）
第７条　選定事業者は、交付決定を受ける前に事業に着手する必要があるときは、次の各号に掲げる留意事項に同意の上、事前着手届(様式第３号)の提出により事業に着手することができるものとする。
(1) 本事業については、着手から補助金交付決定を受けるまでの間において、事業計画の変更を行わないこと。
(2) 補助金交付決定を受けるまでの間において、天変地異等の事由により実施した事業に損失が生じた場合、これらの損失は事業主体が負担すること。
(3) 補助金不交付決定を受けた場合及び補助金交付決定を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても異議がないこと。
（補助事業の変更等）
第８条　補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事業計画を変更し、又は事業を中止しようとするときは、ふるさと納税返礼品生産力向上支援補助金変更（中止）承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
（実績報告）
第９条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後３０日以内又は当該年度の３月３１日のどちらか早い日までに、ふるさと納税返礼品生産力向上支援補助金実績報告書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。
（交付決定の取消し及び補助金の返還）
第１０条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 法令、条例又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
２　市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の返還を請求するものとする。
３　前項に規定する補助金の返還請求を受けた補助事業者は、期限内に補助金を返還しなければならない。
（事業成果の報告）
第１１条　市長は、補助金の交付が決定した日の属する年度の翌年度から起算して５年間は、補助事業者に対し、補助金の交付を受けた事業の実施状況に係る報告を求め、又は職員に調査若しくは検査をさせることができる。
（書類の保存）
第１２条　補助事業者は、補助事業に関する書類及び帳簿等の関係書類について、補助金を交付した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。
（財産処分の制限）
第１３条　補助事業者は、補助事業により取得した財産を補助金等の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、除去し、又は担保に入れてはならない。ただし、補助金の全部若しくは一部を返還し、若しくは当該財産の耐用年数を経過した場合又は市長が特に承認したときは、この限りでない。
（委任）
第１４条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附　則

（施行期日）
１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
（失効）
２　この要綱は、令和１１年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もその効力を有する。
別表第１（第６条関係）
	添付書類

	①事業計画書
②収支予算書
③事業実施等誓約書（様式第２号）
④営業許可証等の写し（許認可を必要とする場合に限る。）
⑤その他市長が必要と認める書類


